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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 
 
１ 監査実施対象課 
  市民病院  経営企画課 病院総務課 医事課 
２ 監査実施日 

  令和８年４月２４日 

３ 監査結果の公表日 

  令和８年５月２２日（平塚市監査委員公表第６号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 
（指摘事項） 
（１） 土地・公舎の賃貸借契約において、新

規契約した医師住宅の敷金について、勘

定科目「敷金」ではなく、「雑費」から支

払われていた。また、解約した医師住宅

の敷金及び修繕費について、勘定科目「敷

金」「修繕費」ではなく、「賃借料」に返

還されていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

財務に関する事務 

 

（１） 敷金の支出の取扱いについては担当マ

ニュアルに記載がありましたが、処理内容

の確認不足と認識誤りにより科目違いが

発生しました。これを受け、担当内で情報

共有し、マニュアルの記載方法を改めまし

た。今後は、担当者・決裁者ともに支出内

容を的確に把握し、内容に応じた勘定科目

を十分に確認したうえで、適正な事務の執

行に努めます。 

また、解約した医師住宅の敷金及び修繕

費の勘定科目誤りについては、担当者・決

裁者が内容を的確に把握するとともに、収

入伝票を担当課に回付・合議を取るダブル

チェック方式により再発防止に努めます。 

 



（２） 契約事務において、修繕費の随意契約

について、契約締結前に業務着手されて

いた。また、契約金額の減額に対して、

変更契約すべきところ、日付を遡って契

約書が作成されていた。 
平塚市病院事業会計規程及び平塚市病院事業 

契約規程に則り、事務処理の方法を再度確認し、

今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられ

たい。 

（２） 早急に修繕実施の必要性のある案件で

あったことから、修繕実施の方針をもと

に業務着手を優先したことと契約作成

に係る手順の認識誤りが原因です。これ

を受け、事務処理の手順を再度確認する

とともに、担当内で業務についての適切

な状況把握と報告、情報共有を十分に図

り、適切な契約事務の執行を徹底しま

す。 

     

  以 上 


